
関係法令等 

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号） 抄   

 

第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進 

第一節 基本指針等 

（基本指針） 

第八十九条 厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める

社会福祉を目的とする事業（以下この章において「社会福祉事業等」という。）の健全な発達を図るた

め、社会福祉事業等に従事する者（以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。）の確保及

び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針（以下「基本指

針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項 

二 社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善（国家公務員及び地

方公務員である者に係るものを除く。）及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に

資する措置その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項 

三 前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関

する事項 

四 国民の社会福祉事業等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するため

に必要な措置の内容に関する事項 

３ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協

議するとともに、社会保障審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

第三節 福利厚生センター 

（指定） 

第百二条 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従

事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務

を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、

福利厚生センターとして指定することができる。 

（業務） 

第百三条 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこ

と。 

二 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 



三 福利厚生契約（福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対してその者に使用される社会

福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。）

に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。 

四 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者との連絡を行い、及び社会

福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行

うこと。 

（約款の認可等） 

第百四条 福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事

業に関する約款（以下この条において「約款」という。）を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を

受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当と

なつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。 

３ 約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 

（契約の締結及び解除） 

第百五条 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条

第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項（第七十三条の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であると

き、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶しては

ならない。 

２ 福利厚生センターは、社会福祉事業等を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令

で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。 

（準用） 

第百六条 第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四及び第九十六条から第九十八条までの規定

は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とある

のは「厚生労働大臣」と、第九十三条第三項中「第一項」とあるのは「第百二条」と、第九十五条の四

中「第九十四条各号」とあるのは「第百三条各号」と、第九十六条第一項中「に提出しなければ」とあ

るのは「の認可を受けなければ」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次節」と、「第九十四条」

とあるのは「第百三条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百二条」と、

「第九十四条」とあるのは「第百三条」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるの

は「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三

号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。 

 

【準用される規定】 

（指定等） 

第九十三条  

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公

示しなければならない。 



４ 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県

知事に届け出なければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第九十五条の四 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条

各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（事業計画等） 

第九十六条 都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成

し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、

都道府県知事に提出しなければならない。 

（監督命令） 

第九十七条 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条

各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第九十八条 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による

指定（以下この条において「指定」という。）を取り消さなければならない。 

一 第九十四条第六号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消され

たとき。 

二 職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間（当該許可の有効期間について、同条第四項において準用す

る同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間）の満了

後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていな

いとき。 

２ 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 

一 第九十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 

二 指定に関し不正の行為があつたとき。 

三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

 

 

社会福祉法施行令（昭和三十三年政令第百八十五号）  抄   

 

（社会福祉を目的とする事業） 

第二十四条 法第八十九条第一項の政令で定める社会福祉を目的とする事業は、社会福祉事業及び次に掲

げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。 

一 介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業（同法の規定による特例居宅介護サービス費

の支給に係る同項に規定する居宅サービスに相当するサービスを行う事業を含む。）、同条第十四項

に規定する地域密着型サービス事業（同法の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る



同項に規定する地域密着型サービスに相当するサービスを行う事業を含む。）、同条第二十四項に規

定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業（同法の規定によ

る特例介護予防サービス費の支給に係る同項に規定する介護予防サービスに相当するサービスを行う

事業を含む。）又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業 

二 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療

院を経営する事業 

三 介護保険法第百十五条の四十五の三第一項に規定する第一号事業支給費の支給に係る同法第百十五

条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業 

四 健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条

第二十六項に規定する介護療養型医療施設を経営する事業 

 

 

社会福祉法施行規則（昭和二十六年厚生省令第二十八号） 抄  

 

（福利厚生事業に関する約款の記載事項） 

第三十二条 法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。 

一 福利厚生契約の締結及び解除に関する事項 

二 福利厚生契約に基づき実施する事業（以下「福利厚生事業」という。）の種類及び内容に関する事         

項 

三 料金に関する事項 

四 福利厚生契約を締結した社会福祉事業等を経営する者（以下「契約者」という。）の義務に関する

事項  

五 前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項 

（福利厚生契約の締結拒絶理由等） 

第三十三条 法第百五条第一項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 

一 福利厚生契約の申込者（以下この項において「申込者」という。）が次項に規定する理由により福

利厚生契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。 

二 申込者が福利厚生契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限

を超えてまだ支払われていない料金（当該料金の支払の遅延に伴う利息を含む。）があること。 

三 申込者が、その申込みに関し偽りその他不正の行為を行つたこと。 

２ 法第百五条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 

一 契約者が、支払期限後二月以内に料金を支払わなかつたこと。 

二 契約者が、約款に記載されている契約者の義務（料金の支払に係るものを除く。）に違反したこ

と。 

三 契約者が、偽りその他不正の行為によつてその者の使用する社会福祉事業等に従事する者その他の

者に福利厚生事業を利用させ、又は利用させようとしたこと。 

（準用） 



第三十四条 第二十八条、第二十九条及び第三十条の規定は、福利厚生センターについて準用する。この

場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十八条第一項中

「法第九十三条第一項」とあるのは「法第百二条」と、同条第二項中「法第九十四条」とあるのは「法

第百三条」と、第二十九条中「法第九十三条第四項」とあるのは「法第百六条において準用する法第九

十三条第四項」と、第三十条第一項中「法第九十六条第一項前段」とあるのは「法第百六条において準

用する法第九十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第九十六条第一項後段」とあるのは「法第百六

条において準用する法第九十六条第一項後段」と、同条第三項中「法第九十六条第二項」とあるのは

「法第百六条において準用する法第九十六条第二項」と読み替えるものとする。 

 

【準用される規定】 

（指定の申請） 

第二十八条 法第九十三条第一項の規定により指定を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を

都道府県知事に提出しなければならない。 

一 名称、住所及び事務所の所在地 

二 理事長の氏名 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 

一 定款 

二 登記事項証明書 

三 評議員及び役員の氏名、住所並びに略歴を記載した書面 

四 法第九十四条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 

五 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 

（名称等の変更の届出） 

第二十九条 法第九十三条第四項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター（以下「都道府県センター」

という。）は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 

一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 

二 変更しようとする年月日 

三 変更の理由 

（事業計画書等の提出） 

第三十条 法第九十六条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に（指定を受けた日の属する

事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）行わなければならない。 

２ 都道府県センターは、法第九十六条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、

変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 

３ 法第九十六条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。 

 

 

 

 



 

 

 

第３ 人材確保の方策 

第 2で述べた視点を踏まえて、福祉・介護サービス分野における必要な人材を確保するには、関係

者は特に以下に掲げる 5項目に総力を挙げて取り組むことが重要である。なお、括弧内は、各事項に

おいて取り組むべき主体を示している。 

１ 労働環境の整備の推進等 

(１) 労働環境の改善 

⑤ 健康管理対策等 

ア 従事者が心身ともに充実して仕事ができるよう、より充実した健康診断を実施すること

はもとより、腰痛対策等の健康管理対策の推進を図ること。(経営者、関係団体等、国、地

方公共団体) 

イ 従事者のストレスを緩和し、心の健康の保持増進を図る観点から、相談体制を整備する

など、メンタルヘルス対策等の推進を図ること。(経営者、関係団体等、国、地方公共団

体) 

ウ 【略】 

⑦ 福利厚生 

従事者の余暇活動や日常生活に対する支援を行うなど、従事者のニーズに的確に対応した

福利厚生事業の推進を図ること。(経営者、福利厚生センターその他の関係団体等) 

 (２)（３）【略】 

２ キャリアアップの仕組みの構築 

② 福祉・介護サービス分野におけるキャリアパスに対応した生涯を通じた研修体系の構築を

図るとともに、施設長や従事者に対する研修等の充実を図ること。(経営者、職能団体その他

の関係団体等、国、地方公共団体) 

③ 従事者のキャリアアップを支援する観点から、働きながら介護福祉士、社会福祉士等の国

家資格等を取得できるよう配慮するとともに、従事者の自己研鑽が図られるよう、業務の中

で必要な知識・技術を習得できる体制(OJT)や、職場内や外部の研修の受講機会等(OFF―JT)

の確保に努めること。(経営者、関係団体等) 

３ 福祉・介護サービスの周知・理解 

【略】 

４ 潜在的有資格者等の参入の促進等 

【略】 

５ 多様な人材の参入・参画の促進 

【略】 

 

指針全文 厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijinzai/index.html 

社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針 

平成十九年八月二十八日 厚生労働省告示第二百八十九号  抄 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijinzai/index.html

